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令和７年７月１日 
会員の皆様へ 

公益社団法人 福岡県建築士会 
会 ⻑  鮎 川  透 

持続的運営に関する会員アンケートについて（お願い） 

平素から本会の運営につきまして、多大なるご支援ご協⼒をいただきありがとうございます。 

さて本会では、昨年来、今後の会運営の方策について検討を進めてまいりました。今年 3 月には「持続的運営
検討特別委員会」から提言が出され、理事会に報告し、全会員には MESSE 等を通じて情報提供を⾏ったところ
です。 

現在執⾏部では、この提言に基づき、いかに本会の運営を持続させていくかの具体的方策を検討しています。
先日の令和 7 年度総会で検討状況の報告を兼ねて、「提言実現に向けた⾏動計画（素案）」をお示ししまし
た。この中で、会員増強の方策検討のために会員の皆様に会員のメリットとは何かについて具体的な提案や意⾒
をお聞きするためのアンケートの実施することとしています。現在実施している本会事業への評価・ご意⾒をお聞きし、
事業・制度の更なる改善等の参考にさせていただこうとするものです。 

つきましては、会員の皆様におかれましては大変ご多忙とは存じますが、下記の要領でアンケート調査を実施い
たしますので、ご協⼒をよろしくお願いします。 

ご意⾒は、⾏動計画検討と今後の会運営の参考にさせていただきます。お寄せいただいた個々の回答について
は、その利⽤は執⾏部内にとどめ、公表する場合は回答者を特定できない形式で集約したものとします。 

なお、回答には自由に記述できるものがあることから、詳細をお尋ねする場合があります。その際はご協⼒賜りま
すようお願いします。匿名ご希望の場合はその旨ご記入ください。 

記 

１．質問の項目 別紙のとおり 

２．回答の期限 令和７年７月 25 日までに送信、投函をお願いします。 

３．回答の方法（次のいずれか、通信費⽤・郵便代は回答者でのご負担をお願いします。）  
① ホームページ上のフォームから回答 https://forms.gle/De547ja1y53jfwQFA 
② メール shikaifu1@arion.ocn.ne.jp 
③ FAX 092-481-2355 
④ 郵送 812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-14-18 「福岡県建築士会」宛 

②〜④のときは、次ページ以降を印刷するなどしてご利⽤ください。 

①フォーム回答⽤     ②メール回答⽤    



 

2 

別 紙 
福岡県建築士会の持続的運営に関する会員アンケート 

［会員増強の方策（士会のメリット）について］ 

○回答は設問に従って評価やご意⾒を記入してください。 

設問１ あなたは、士会が実施する事業・制度を利⽤・参加していますか。事業・制度ごとに該当する状況を一つ選び
○をつけてください。 

事業･制度＼利⽤状況 
毎年利⽤・参加
する 

不定期に利⽤・
参加する 

利⽤・参加した
ことがある、最近
はない 

利⽤・参加した
ことがない 

①建築士定期講習     

②監理技術者講習     

③既存住宅状況調査技術者講習     

④各種セミナー 
（HM 養成・スキルアップ講習、中大規模

⽊造建築物技術者講座、建築物⾒学
会など） 

    

⑤地域会が主催する研修 
（講習会、研修旅⾏など） 

    

⑥県本部や地域会が主催する市⺠向けイ
ベント 

    

⑦県本部や地域会が主催する会員懇親
会 
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設問２ あなたは、士会・連合会が実施する制度を利⽤していますか。 

設問 2-1 建築士賠償責任補償制度（けんばい）等 

利⽤等の状況 該当に○ 

加入している  

  ⑧「建築士賠償責任補償制度（けんばい）」  

 ⑨「建築士賠償責任補償制度（けんばい勤務建築士⽤）」  

 ⑩「既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度」  

 ⑪「⼯事総合補償制度（NEW こうばい）」  

以前加入していたことがある  

  ⑧「建築士賠償責任補償制度（けんばい）」  

 ⑨「建築士賠償責任補償制度（けんばい勤務建築士⽤）」  

 ⑩「既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度」  

 ⑪「⼯事総合補償制度（NEW こうばい）」  

 利⽤したことがない  

設問 2-2 CPD 制度⑫ 

利⽤等の状況 該当に○ 

参加費を払って申込みをしている   

 実績証明書を取得するなどして入札等の参加に利⽤している   

入札等には利⽤していない   

参加費を払って申込みをしたことがある   

 実績証明書を取得するなどして入札等の参加に利⽤した   

入札等には利⽤しなかった   

参加申込みしたことがない  

設問 2-3 専攻建築士制度⑬ 

利⽤等の状況 該当に○ 

利⽤している（専攻建築士である）  

利⽤したことがある（専攻建築士だった）  

利⽤したことがない  
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設問３ 士会が⾏っている情報提供についてどのように利⽤していますか。事業ごとに該当する状況を一つ選び○をつけ
てください。 

事業＼利⽤状況 よく読んでい
る、必ず読む 

たまに読む 
読んだことはあ

る 

読んだことが
ない 

メール登録は
あるが送られ

てこない 

メール登録がない 
インターネットを利⽤しない 

購読していない 

 ⑭メールマガジン 
  「MESSE」 

     

 ⑮士会ホームページ      

 ⑯一⻫メール      

⑰会誌「建築士」及び
同封資料 

     

 
設問４ 士会の事業・制度について評価・ご意⾒を聞かせください。 

設問4-1 士会の事業・制度をどう評価していますか。事業・制度ごとに該当するご意⾒を一つ選び○をつけてください。 

事業･制度＼評価・意⾒ 
必要な制度である 

不要な制度であ
る。 今のままでよい 改善・拡充すべきと

ころがある。 

①建築士定期講習    

②監理技術者講習    

③既存住宅状況調査技術者講習    

④各種セミナー 
（HM 養成・スキルアップ講習、中大規模⽊造建築物技術

者講座、建築物⾒学会など） 
   

⑤地域会が主催する研修 
（講習会、研修旅⾏など） 

   

⑥県本部や地域会が主催する市⺠向けイベント    

⑦県本部や地域会が主催する会員懇親会    

設問 4-1-1 改善・拡充すべきと答えた方にお聞きします。それはどの事業のどういう点ですか。 
 [自由回答]  
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設問 4-2 士会・連合会の制度をどう評価していますか。制度ごとに該当するご意⾒を一つ選び○をつけてください。 

制度＼評価・意⾒ 
必要な制度である 

不要な制度であ
る 今のままでよい 改善・拡充すべ

きところがある 

⑧建築士賠償責任補償制度（けんばい）    

⑨建築士賠償責任補償制度（けんばい勤務建築士⽤）    

⑩既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度    

⑪⼯事総合補償制度（NEW こうばい）    

⑫CPD 制度    

⑬専攻建築士制度    

設問 4-2-1 「改善・拡充すべき」と答えた方にお聞きします。それはどの制度のどういう点ですか。 
 [自由回答]  

 
設問 4-3 士会の情報提供についてどう評価していますか。事業ごとに該当するご意⾒を一つ選び○をつけてください。 

事業＼評価・意⾒ 
必要な事業である 

不要な事業で
ある 今のままでよい 改善・拡充すべ

きところがある 

 ⑭メールマガジン「MESSE」    

 ⑮士会ホームページ    

 ⑯一⻫メール    

⑰会誌「建築士」及び同封資料    
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設問 4-3-1 改善・拡充すべきと答えた方にお聞きします。それはどの事業のどういう点ですか。 
 [自由回答]  

 

 
設問５ 前回アンケートで、「人との交流」「仲間づくりができること」を士会の魅⼒として評価する意⾒が多数ありました。 

設問 5-1 あなたはそのことについてどう思いますか 

選択肢 該当に○ 

そう思う  

たまにそう思う・そう思うときがある  

そうは思わない  

設問 5-2 「そう思う」[たまにそう思う・そう思うときがある]と答えた方にお聞きします。それはどういうときですか。 
 [自由回答]  

 

 
設問６ 士会会員であることのメリットについてお聞きします。 

設問 6-1 あなたは、福岡県建築士会に在会していてメリットがあると感じていますか。 

選択肢 該当に○ 

よく感じる  

たまに感じる・感じる時がある  

感じない  

その他  
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設問 6-2 「よく感じる」「たまに感じる・感じる時がある」と答えた方にお聞きします。それはどういうときですか。 

選択肢 該当に○ 

設問１の事業・制度を利⽤しているとき  

設問２の制度を利⽤しているとき  

設問３の情報提供を受けたとき  

設問５の「人との交流」「仲間づくりができること」と思ったとき  

上記以外のとき  

設問 6-2-1 上記で「上記以外のとき」と答えた方にお聞きします。それはどういうときですか。 
 [自由回答]  

設問 6-3 設問 6-1 で「その他」と答えた方にお聞きします。それはなぜですか。 
 [自由回答]  
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設問７ 士会は、会の目的を社会への貢献とうたっています。定款第４条では、その目的のために次の設問のことを実
施するとされています。 

設問 7-1 あなたは現在の士会の取り組みについてどう思いますか 

項目＼評価・意⾒ 今のままでよ
い・十分である 

やや不⾜してい
る・拡充すべき
ところがある 

全く⾜りない その他 

㋐建築技術に関する研修の事務     

㋑会員の指導及び連絡の事務     

㋒建築士の品位及び向上の取り組み     

㋓建築士の業務の進歩改善に資する取り組み     

㋔建築物による災害から県⺠の生命及び財産を
保護する取り組み 

    

㋕建築物にかかる県⺠の利益の擁護及び増進の
取り組み 

    

㋖建築文化の振興を図るための取り組み     

㋗社会への貢献の総合評価     

設問 7-2 「やや不⾜している・拡充すべきところがある」「全く⾜りない」「その他」と答えた方にお聞きします。それはどの
項目のどういうところですか。 

 [自由回答]  
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設問 8 上記の設問にかかわらず、会員増強の方策についての提案や士会の活動・運営などについてのご意⾒などを自
由に記入してください。 

 [自由回答]  

 

 

 

 

 
※ お答えについて、詳細をお尋ねする場合があります。差し支えなければお名前をご記入ください。 

 

地域会名［           ］   お名前［                   ］ 

ご希望の連絡方法による連絡先（電話番号やメールアドレス） 

［                                             ］ 

 

 

ご協⼒ありがとうございました。 


